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「黒部市立地適正化計画改訂版（素案）」に関するパブリックコメントの実施 
 
１ 黒部市立地適正化計画（改訂版）策定の経過 
  立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81条第１項に基づき、コンパク
トなまちづくりと地域交通の再編との連携による「多極ネットワーク型コン
パクトシティ」を目指した計画であり、本市においては、平成 30年３月に策
定しました。 

  同法では、５年ごとに調査、分析及び評価を行うこととされており、PDCAサ
イクルの考え方に基づく見直しが必要となっています。また、令和２年に同法
が改正され、防災指針の追加が必要になったことから、今般、同計画の改訂版
の策定を進めているところであり、今後、以下のとおりパブリックコメントを
実施します。 
 

２ パブリックコメントの対象とする政策の名称 
  黒部市立地適正化計画改訂版（素案） 
 
３ 公表に関する事項 
 （１）公表予定日  令和６年１月 23日（火） 
 （２）公表の方法 
   ① 黒部市ホームページに掲載 
   ② 指定場所での閲覧 
     黒部市役所都市計画課、宇奈月サービスセンター、あおーよ図書館、 
    宇奈月図書館、生涯学習文化スクエア「ぷらっと」、各地区公民館 
 
４ パブリックコメントの周知方法 
  市広報、みらーれ TV、LINE、facebook、ラジオ・ミュー 
 
５ 意見等の提出に関する事項 
 （１）意見募集期間 
   ① 開始日時  令和６年１月 23日（火）  
   ② 終了日時  令和６年２月 ５日（月） 17時 15分 
 （２）意見提出の要件 
   市内に住んでいる方、市内の会社・事業所等に勤務する方、本市に対して 
  納税義務のある方及び今回の計画に利害関係のある方 
 （３）意見提出方法 
   持参、郵送、ファクシミリ及び電子メール 
 
６ 結果の公表 
  意見等に対する市の考え方、政策の修正等は、市ホームページ等で公表します。 
 
７ 今後のスケジュール 
  ① 提出意見等の検討及び政策の修正期間 令和６年１月 23日～２月５日 
  ② 黒部市都市計画審議会への報告    令和６年２月８日 
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